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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

 
(注) １ 本報告書中の売上高、受注高等については消費税等抜きで表示している。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、平成18年9月中間期は希薄化効果を有する潜在株式が存在

しないため、それ以外の期については潜在株式が存在しないため、記載していない。 

３ 従業員数は、就業人員数を記載している。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年9月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第5号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第8号）を適用している。 

５ 平成18年9月中間期における提出会社の経営指標等の大幅な変動は、平成18年4月1日付をもって、会社分割

により３事業会社に分割し、持株会社体制へ移行したことによるものである。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第109期中 第110期中 第111期中 第109期 第110期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

(1) 連結経営指標等

売上高 (百万円) 58,354 62,556 98,243 121,238 145,264

経常利益 (百万円) 200 472 810 747 1,271

中間(当期)純利益 (百万円) 112 △2,654 521 1,038 717

純資産額 (百万円) 43,061 41,337 44,647 44,068 44,389

総資産額 (百万円) 150,928 152,323 175,853 152,725 160,875

１株当たり純資産額 (円) 197.64 189.76 202.75 202.26 203.72

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 0.51 △12.18 2.39 4.76 3.23

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 28.5 27.1 25.1 28.9 27.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 12 34 △5,618 681 △2,209

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 787 285 △1,599 5,265 7,845

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,665 △1,920 8,569 △4,720 △6,011

現金および現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 7,136 7,521 10,370 9,173 8,645

従業員数 (名) 3,673 3,932 4,966 3,652 3,965

(2) 提出会社の経営指標等

売上高 (百万円) 39,291 43,309 1,230 82,141 97,213

経常利益 (百万円) 57 104 211 216 424

中間(当期)純利益 (百万円) 143 △642 279 121 11

資本金 (百万円) 18,733 18,733 18,733 18,733 18,733

発行済株式総数 (千株) 217,966 217,966 217,966 217,966 217,966

純資産額 (百万円) 40,208 40,706 35,505 40,345 41,118

総資産額 (百万円) 123,344 124,571 107,000 124,720 129,216

１株当たり純資産額 (円) 184.55 186.86 163.01 185.19 188.76

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 0.66 △2.94 1.28 0.55 0.05

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 0 0 0 1.00 1.50

自己資本比率 (％) 32.6 32.7 33.2 32.3 31.8

従業員数 (名) 810 777 39 796 781



２ 【事業の内容】 

当社グループは、平成18年4月1日付で、当社の各事業部門ならびに業務サポート部門を、会社分割制度

を活用することにより３事業会社（昭和電線デバイステクノロジー株式会社、昭和電線ケーブルシステム

株式会社、昭和電線ビジネスソリューション株式会社）に分社化し、持株会社体制に移行した。 

 また、当社は同日付で持株会社となったことに伴い、商号を「昭和電線電纜株式会社」から「昭和電線

ホールディングス株式会社」に変更した。 

 なお、当該持株会社体制移行に伴う当社グループの事業内容および事業の種類別セグメントの変更はな

い。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、新たに連結子会社となったものは次のとおりである。 

 
（注）  １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

        ２ 昭和電線デバイステクノロジー株式会社および昭和電線ケーブルシステム株式会社は、特定子会社に該当

      する。               

     ３ 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有で内数である。 

  

名称 住所
資本金 
（百万円）

主要な事業
の内容

議決権の 

所有割合 

(％)
関係内容

昭和電線デバイステク
ノロジー株式会社

東京都 
港区   

2,500 デバイス事業 100

経営管理を行っている。
兼任５名（当社役員３名、当社従業員２名）、転籍
３名 
資金援助あり

昭和電線ケーブルシス
テム株式会社

東京都 
港区   

10,000

コミュニケー
ションシステ
ム事業     
エネルギーシ
ステム事業他

100

経営管理を行っている。
兼任５名（当社役員３名、当社従業員２名）、転籍
６名 
資金援助あり

昭和電線ビジネスソリ
ューション株式会社

川崎市 
川崎区 

100
エネルギーシ
ステム事業他

100
サポート業務を委託している。 
兼任４名（当社役員３名、当社従業員１名）、転籍
２名

福清昭和成鴻電子有限
公司

中国 千米ドル
3,400 デバイス事業

97.26  
(97.26)

兼任１名（当社従業員１名）、転籍５名

SWCC SHOWA(VIETNAM)
CO., LTD.

ベトナム 千米ドル
3,000 デバイス事業

100 
(100)

兼任２名（当社従業員２名）、転籍５名 
資金援助あり

東莞昭和機電有限公司 中国 千米ドル 
700 デバイス事業

100  
(100)

兼任１名（当社従業員１名）、転籍３名



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成18年9月30日現在 

 
(注) １ 従業員は、就業人員である。 

２ 前連結会計年度末に比べ合計従業員数が1,001名増加しているが、主な要因は新たに連結子会社として福清

昭和成鴻電子有限公司およびSWCC SHOWA(VIETNAM) CO., LTD.が加わったことによるものである。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年9月30日現在 

 
(注) １ 従業員は、就業人員である。 

２ 前連結会計年度末に比べ従業員数が742名減少しているが、主な要因は会社分割により３事業会社（昭和電

線デバイステクノロジー株式会社、昭和電線ケーブルシステム株式会社、昭和電線ビジネスソリューショ

ン株式会社）に分割し、持株会社体制に移行したことによるものである。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、当社、昭和電線デバイステクノロジー株式会社、昭和電線ケーブルシステム株式

会社および昭和電線ビジネスソリューション株式会社の従業員を対象とする昭和電線労働組合と、多摩

川電線株式会社の従業員を対象とする多摩川電線労働組合が組織されているが、いずれも労使関係につ

いて特記すべき事項はない。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

コミュニケーションシステム事業 698

デバイス事業 2,399

エネルギーシステム事業他 1,869

合計 4,966

従業員数(名) 39



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の動向等に対する懸念はあったものの、企業収

益の改善により設備投資が増加し、個人消費も緩やかに回復する等、景気は回復基調で推移した。  

 電線業界においては、堅調な民間設備投資を背景に電線需要が拡大するとともに、ＦＴＴＨ（Fiber 

To The Home）サービスの契約者増加に伴い、光ファイバ関連製品需要も増加したが、その一方で、銅

や原油等の原材料価格の高騰等の不安定要因も抱えながら推移した。  

 このような状況下にあって当社グループは、本年度より持株会社体制へ移行し、第７次中期経営計画

で掲げた成長４事業の拡大を加速させ、基盤事業においては、エネルギーシステム事業を中心に堅調な

需要に支えられた中で、高騰した原材料価格の販売価格への転嫁を進めるとともに、生産の効率化に努

めてきた。  

 以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、銅価格の上昇もあり売上高982億43百万円（前年同期比

57.0％増）、営業利益は16億62百万円（前年同期比93.0％増）、経常利益は8億10百万円（前年同期比

71.3％増）、中間純利益5億21百万円となった。  

 事業別の状況については、次のとおりである。  

 

（コミュニケーションシステム事業）  

 当事業は、ＦＴＴＨサービスの契約者増加により情報通信関連需要が堅調に推移したが、収益面で

は、同軸ケーブル等メタル通信ケーブルで銅価格の販売価格への転嫁が遅れたこと等により厳しい結果

となり、当事業の売上高は138億32百万円（前年同期比13.1％増）、営業損失2億85百万円となった。 

 

（デバイス事業）  

 地震対策意識の高まりにより、建物用免震アイソレータを中心に免震関連製品の需要が拡大したが、

収益面では、精密デバイス（ローラ）の新機種の試作・開発コストやベトナムの生産拠点の立上げコス

トが増加したこと等により減益となった。  

 以上の結果、当事業は売上高105億69百万円（前年同期比14.5％増）、営業損失1億22百万円となっ

た。  

 

（エネルギーシステム事業他）  

 汎用電線が民間設備投資向けに安定して推移し、巻線も自動車用電装品や電気設備向けを中心に堅調

に推移する等需要が拡大した。また、株式会社エクシムが連結対象となったこと等により売上高が増加

し、収益面でも、銅価格が高騰したものの販売価格への転嫁が進み大幅に改善し、前年同期を上回っ

た。  

 以上の結果、当事業は売上高738億41百万円（前年同期比79.6％増）、営業利益20億56百万円（前年

同期比336.9％増）となった。  

 

注.上記、各事業の売上高には、セグメント間の内部売上高または振替高を含めていない。  

  



(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金および現金同等物は、103億70百万円となり、前連

結会計年度末に比べ17億25百万円増加している。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の

とおりである。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動による資金の減少は、56億18百万円（前中間連結会計期間は34百万円の資金の増加）となっ

た。これは、主に税金等調整前中間純利益が8億21百万円、減価償却費が14億25百万円計上されたもの

の、売上債権の増加が108億67百万円あったこと等によるものである。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動による資金の減少は、15億99百万円（前中間連結会計期間は2億85百万円の資金の増加）と

なった。これは、主に有形固定資産の取得による支出15億73百万円があったこと等によるものである。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動による資金の増加は、85億69百万円（前中間連結会計期間は19億20百万円の資金の減少）と

なった。これは、主に社債の発行による収入49億97百万円があったことと、長期借入れによる収入37億

円があったこと等によるものである。  

  



２ 【生産、受注および販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

 
(注) 金額は、販売価格で表示している。 

  

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

 
  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

 
  

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

コミュニケーションシステム事業 11,023 14.4

デバイス事業 8,703 7.5

エネルギーシステム事業他 54,933 76.2

合計 74,660 52.6

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

コミュニケーションシステム事
業

14,134 11.5 1,818 29.6

デバイス事業 11,464 21.1 2,965 93.1

エネルギーシステム事業他 77,869 81.2 31,690 40.0

合計 103,468 58.9 36,474 42.6

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

コミュニケーションシステム事業 13,832 13.1

デバイス事業 10,569 14.5

エネルギーシステム事業他 73,841 79.6

合計 98,243 57.0



３ 【対処すべき課題】 

    今後のわが国経済の見通しについては、企業部門の好調さが家計部門へ波及し、国内民間需要に支え

られた回復基調が続くと見込まれるが、原油をはじめとした原材料価格の動向が内外経済に及ぼす影響

については留意する必要があり、依然として楽観はできない状況にある。  

 このような状況下にあって当社グループは、本年度より持株会社体制へ移行したことで、成長事業の

拡大を加速させる体制を徹底し、グループの経営資源を再結集するとともに、引き続き第７次中期経営

計画における最終年度目標に向けて取り組み、昭和電線グループとして一層の企業価値向上を目指して

いく。    

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていない。 

  

５ 【研究開発活動】 

      当社グループは、蓄積された経験と技術をもとに常に創意と工夫をもって、コミュニケーションシス

テム事業、デバイス事業、エネルギーシステム事業他、新素材分野における新技術・新製品の開発を、

積極的に推進している。  

 現在、研究開発は当社の各事業子会社の技術開発部門で推進されている。  

 当中間連結会計期間における、当社グループの研究開発費は総額6億28百万円であり、その成果は次

のとおりである。  

（コミュニケーションシステム事業）  

 当事業における研究開発活動は、昭和電線ケーブルシステム株式会社を中心に進められている。  

  ＦＴＴＨのさらなる普及拡大に伴い、ＦＴＴＨ開通数の向上、建設コスト削減の要求が高まってお

り、施工性の向上や光ファイバ心線の利用効率化に寄与する光ファイバケーブル製品の開発に注力して

いる。一例として、高屈曲ファイバｅ－Ｂｅｎｄ.15を使用し、心線運用効率向上を目的としたケーブ

ル中間部で後分岐が可能なＰａｌａｔｔ心線のメニューを拡充し、各種ケーブル構造に適用し商品化し

た他、需要の伸びている家庭への引き込みに使用されるドロップケーブル等の生産性向上を図ってい

る。また、環境負荷の少ない製品として、ケーブルの解体を容易にし、構成部材の回収を容易にした資

源リサイクルに配慮した光ファイバケーブルを商品化し、納入を開始している。  

 ＦＴＴＨ配線部材関係では、架空クロージャや接続箱への要望が増え、施工現場の要望を取り入れ、

品揃えを充実させた。  

 ＦＴＴＨ－ＰＯＮシステム設計提案を進め、引き続きＧＥ－ＰＯＮシステムやＶ－ＯＮＵの納入を進

めた。新製品としては、通信系と映像系のＯＮＵを一体化して加入者宅軒下に設置するためのＶ／Ｄ一

体型ＯＮＵを開発・製品化し、主に自治体ＦＴＴＨ向けの製品として他社に先駆けて納入を開始した。

 当事業に係る研究開発費は93百万円である。  

（デバイス事業）  

 当事業における研究開発活動は、昭和電線デバイステクノロジー株式会社を中心に進められている。 

 免震・制振関連では、昨年度に国土交通大臣の免震部材認定を新規取得した錫プラグ入り積層ゴムア

イソレータについて、最大ゴム径1,400mmまでの追加認定を新たに取得し、多様なニーズに対応できる

品揃えとなった。また、既存製品である天然ゴム系積層ゴムアイソレータでは、豊富な製造実績を踏ま

え性能ばらつきを低減させるなどの高品質製品を折り込んだ免震部材認定を再取得し、競合社製品との

差別化を図ることができた。粘弾性ダンパーとして、鉄骨造二階建てアパート用制震ダンパーを住宅メ

ーカーと共同開発し、さらなる開発評価を行い平成19年度の発売を予定している。さらに、ゼネコンと

共同開発した鋼材系の塑性変形ダンパーとの組合せによる複合ダンパー用の製品も納入した。また、制

音（静音）分野への適応として、低周波数吸音材の量産化に目処をつけると同時に、鉄道分野における

制振・制音への提案を行い客先より好評を得ており、下期ならびに平成19年度の納入に期待している。 

 情報機器関連では、新機種向けとしてプリンター用加圧ローラ、高速カラーＭＦＰ用ローラ・ベル

ト・パッド・コイル等、約20製品の開発を進めており、本年も6品種の量産を開始した。また、ベトナ

ム工場も量産開始し、現在開発中の4品種も同工場で順次立ち上げる予定である。  



      電子ワイヤ関連では、ノートパソコン内に使用されるアンテナ用細径同軸ケーブルのさらなる量産化

を図るとともに、ＬＣＤ用極細同軸ケーブルについてはケーブルのみならず、端末加工を含めた受注生

産も開始した。また、ハロゲンフリー材料を使用したワイヤ、Ｉ／Ｏケーブル、フラットケーブルの品

揃えを進め、ＲｏＨＳ対応品と合わせ、環境配慮型製品のラインアップを図っている。  

  光デバイス関連では、従来のインフラ用ケーブルの端末加工だけでなくインフラ市場以外に向けた製

品開発も進めている。当社独自の深紫外光用ファイバや従来の紫外光用ファイバを用いて、汎用バンド

ル加工から耐熱用バンドル加工等の開発・製品化を進めている。本ファイバ加工品は、半導体製造装置

内や液晶パネル製造装置内等、新たな市場を開拓し、お客様に提供している。また、光インターコネク

ション分野では、光ファイバのクラッド径を細くしたファイバを並列多心で並べたファイバを製品化

し、機器内光配線の小型化と低損失化に寄与している。今後の展開が期待されている。  

 ワイヤレス関連では、ＩＴＳ分野に用いられる赤外線照明装置がシステムの更新・リプレース用に採

用され受注が急増、平成18年から平成20年にかけて安定した受注・出荷が期待できる。  

 当事業に係る研究開発費は2億36百万円である。  

（エネルギーシステム事業他）  

 当事業における研究開発活動は、昭和電線ケーブルシステム株式会社を中心に進められている。  

 電力用コンパクト機器では、ダイレクトモールド機器技術を利用して①気中終端接続部②ＧＩＳ用、

トランス用ブッシング、③壁貫通用ブッシングをラインアップした。さらに、このシリーズの高電圧化

を図る手法として、新規電界緩和技術を併用し110／132 KV級製品を開発した。また、環境調和型ガス

レス機器対応製品の開発を行い、電力会社向けＡＣ／ＤＣ断路機能付終端、次世代型ガス終端機器を開

発、納入開始した。一方、ケーブル終端以外の製品として66／77 KV級プラグインアレスターを納入開

始した。これら機器の製品群を「ＳＩＣＯＮＥＸ（サイコネックス）」ブランドとして統一するととも

に、さらなる新製品を投入することにより事業拡大を図る。  

  被覆線は汎用線以外の個別仕様品についても、環境配慮型製品への置き換えを行った。ゴム線は世界

最細径の75KV レントゲンケーブルの開発を完了し、今後も継続的な細径化を図る。車載シートヒータ

用の銅銀合金は素材、構造の見直しを行い、顧客評価を終了し出荷を開始した。ディップフォーミング

銅線は自動車用発電機用巻線として出荷が増加している。  

  超電導関連では、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）のプロジェクトである超電導応

用基盤技術研究開発に参加し、次世代超電導線材として期待されるイットリウム系超電導材料を用いて

基板から超電導層まで、線材として一貫製造ができる技術開発を目指した研究を進めている。また、ビ

スマス系超電導体酸化物超電導電流リードの製造販売を行っている。ユーザーとなる機器開発メーカー

のニーズに合わせた商品ラインアップの拡充を目指した開発も現在進めており、現用途以外の機器への

実装を目指し拡販を行う予定である。  

  当事業に係る研究開発費は2億97百万円である。  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はない。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

 
  
② 【発行済株式】 

  

 
(注) 「提出日現在発行数」には、平成18年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により増加し

た株数は含まれない。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行している。当該新株予約権の内容は、次のとおりであ

る。 

 
(注) １ 本新株予約権付社債の残高を払込金額で除して得られた最大整数で表示している。 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 700,000,000

計 700,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年9月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月26日)

上場証券取引所名
または登録証券業 

協会名
内容

普通株式 217,966,570 223,371,974
東京証券取引所
市場第一部

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

計 217,966,570 223,371,974 ― ―

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

（平成18年9月13日発行）

中間会計期間末現在
(平成18年9月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数（個） 50 42

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 27,322,404 （注）１ 29,268,292 （注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 183 （注）２ 143.5 （注）２

新株予約権の行使期間  平成18年9月14日
 ～平成20年9月11日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格および資本組入額（円）

発行価格 183 発行価格  143.5

資本組入額 （注）３ 資本組入額  （注）３ 

新株予約権の行使の条件

当社が本社債につき繰上償還
する場合、または期限の利益
を喪失した場合には、以後本
新株予約権の行使はできない
ものとする。また、各新株予
約権の一部行使はできないも
のとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

会社法第254条第2項本文およ
び第3項本文の定めにより本
社債または本新株予約権の一
方のみを譲渡することはでき
ない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

新株予約権付社債の残高（百万円） 5,000 4,200



２ （1）転換価額は、当初183円とする。 

  （2）転換価額の修正 

 ①平成18年10月以降、毎月第3金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換価額は、決定日ま

で（当日を含む。）の5連続取引日（ただし、売買高加重平均価格の算出されない日は除き、決定日が取

引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。以下「時価算定期間」とい

う。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均

値の91％に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。以下「修正後

転換価額」という。）に修正される。なお、時価算定期間内に、下記（3）で定める転換価額の調整事由

が生じた場合には、修正後転換価額は、本新株予約権付社債の社債要項に従い当社が適当と判断する値

に調整される。 

 ②上記①による算出の結果、修正後転換価額が次の金額（以下「下限転換価額」という。ただし、下記

（3）による調整を受ける。）を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とする。  

平成18年10月の決定日から平成19年2月の決定日までの期間については121.8円  

平成19年3月の決定日から平成20年8月の決定日までの期間については104.4円 

 ③上記①による算出の結果、修正後転換価額が次の金額（以下「上限転換価額」という。ただし、下記

（3）による調整を受ける。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。  

平成18年10月の決定日から平成19年2月の決定日までの期間については261.0円  

平成19年3月の決定日から平成20年8月の決定日までの期間については348.0円  

  （3）転換価額の調整 

当社は、本新株予約権付社債の発行後、時価を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行しまたは当

社の有する当社普通株式を処分する場合（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証

券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転

換または行使による場合を除く。）には、次に定める算式により転換価額を調整する。なお、次の算式に

おいて、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式数から当社の有する当社普通株式数を控除した数とす

る。 

                          交付株式数×１株当たりの払込金額  

                  既発行株式数＋──────────────────── 

                              時   価  

 調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額×────────────────────────────  

                         既発行株式数 ＋ 交付株式数  

また、転換価額は、当社普通株式の分割もしくは併合または時価を下回る価額をもって当社普通株式に転

換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予

約権付社債の発行が行われる場合等にも適宜調整される。株式分割により普通株式を発行する場合には、

上記算式で使用する「交付株式数」は、株主割当日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる

当社普通株式数を含まないものとする。 

３ 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合においては、会社計算規則第40条に従い算出される

資本金等増加限度額中、当該額に0.5を乗じた額を資本金として計上し（計算の結果、1円未満の端数を生ず

る場合は、その端数を切り上げるものとする。）、その残額を資本準備金として計上する。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 
  

 
(注) 平成18年10月1日から平成18年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が5,405千株、

資本金が400百万円、資本準備金が400百万円増加している。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成18年４月１日～ 
平成18年９月30日

― 217,966 ― 18,733 ― 5,030



(4) 【大株主の状況】 
  (平成18年9月30日現在) 

 
（注）上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりである。 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）            4,395千株 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）          4,315千株 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社               2,304千株 

     （三井アセット信託銀行再信託分・CMTBエクイティインベストメンツ株式会社信託口） 

   

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
(平成18年9月30日現在) 

 
(注) １ 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式52,000株(議決権52個)が含まれてい

る。 

２ 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式777株および株式会社日東製作所が電纜協栄会名義で所有してい

る相互保有株式23株が含まれている。 

  

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社東芝 東京都港区芝浦一丁目1番1号 14,974 6.86

日鉱金属株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 9,700 4.45

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 7,724 3.54

ステート ストリート バンク アン

ド トラスト カンパニー 505019 

（常任代理人 株式会社みずほコーポ

レート銀行兜町証券決済業務室）

アイルランド・ダブリン
（東京都中央区日本橋兜町6番7号）

6,009 2.75

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番3号 4,395 2.01

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目8番11号 4,315 1.97

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 4,286 1.96

同和鉱業株式会社 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 2,700 1.23

シービーエヌワイ ディエフエイ イ

ンターナショナル キャップ バリュ

ー ポートフォリオ 

（常任代理人 シティバンク・エヌ・

エイ東京支店）

米国・サンタモニカ
（東京都品川区東品川二丁目3番14号）

2,548 1.16

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社（三井アセット信託銀行再信託
分・CMTBエクイティインベストメンツ
株式会社信託口）

東京都中央区晴海一丁目8番11号 2,304 1.05

計 ― 58,955 27.04

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式     160,000
（相互保有株式）
普通株式     15,000

―
権利内容に何ら限定のな
い当社における標準とな
る株式

完全議決権株式(その他)  普通株式  217,113,000 217,113 同 上

単元未満株式  普通株式    678,570 ― 同 上

発行済株式総数 217,966,570 ― ―

総株主の議決権 ― 217,113 ―



② 【自己株式等】 
(平成18年9月30日現在) 

 
(注) 株式会社日東製作所が他人名義で所有している株式の名義人は当社の関係会社持株会である電纜協栄会(東京都

港区虎ノ門一丁目1番18号 東京虎ノ門ビル)である。 

  

２ 【株価の推移】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

３ 【役員の状況】 

前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。 

  

  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式）  
昭和電線ホールディングス
株式会社

東京都港区虎ノ門一丁目1番
18号

160,000 0 160,000 0.0

（相互保有株式） 
株式会社日東製作所

横浜市都筑区川和町628番地 0 15,000 15,000 0.0

計 ― 160,000 15,000 175,000 0.0

月別 平成18年4月 5月 6月 7月 8月 9月

最高(円) 232 204 172 172 184 186

最低(円) 198 167 142 141 155 158



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表および中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。 

    なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間連

結財務諸表規則に基づいて作成している。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成している。 

  

２ 監査証明について 

   当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17

年９月30日まで)および当中間連結会計期間(平成18年４月1日から平成18年９月30日まで)の中間連結財

務諸表並びに前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)および当中間会計期間(平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査

を受けている。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金および預金 ※２ 7,897 10,749 9,024

２ 受取手形および 
  売掛金

※2,5 40,029 60,451 49,599

３ 棚卸資産 24,845 28,894 25,703

４ その他 ※２ 6,502 5,308 6,157

  貸倒引当金 △198 △180 △243

  流動資産合計 79,075 51.9 105,221 59.8 90,243 56.1

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※1,2

(1) 建物および 
  構築物

19,491 17,355 17,575

(2) 機械装置 
  および運搬具

8,742 8,713 8,526

(3) 土地 26,279 25,122 25,122

(4) その他 1,344 55,857 36.7 1,923 53,115 30.2 1,164 52,389 32.6

２ 無形固定資産 515 0.3 458 0.3 472 0.3

３ 投資その他の 
  資産

(1) 投資有価証券 ※２ 13,203 13,142 14,459

(2) その他 ※２ 5,882 5,281 4,655

  貸倒引当金 △2,212 16,874 11.1 △1,365 17,058 9.7 △1,344 17,770 11.0

  固定資産合計 73,247 48.1 70,632 40.2 70,632 43.9

  資産合計 152,323 100.0 175,853 100.0 160,875 100.0

 



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形および 
  買掛金

※2,5 24,089 36,424 30,170

２ 短期借入金 ※２ 53,148 53,323 47,448

３ １年以内に償還 
  予定の社債

182 342 232

４ その他 ※２ 9,046 11,071 10,992

  流動負債合計 86,466 56.8 101,163 57.5 88,844 55.2

Ⅱ 固定負債

１ 社債 934 591 767

２ 新株予約権付 
  社債

5,000

３ 長期借入金 ※２ 16,832 16,662 18,559

４ 退職給付引当金 675 629 615

５ その他 ※２ 5,684 7,160 7,208

  固定負債合計 24,126 15.9 30,043 17.1 27,151 16.9

  負債合計 110,592 72.7 131,206 74.6 115,995 72.1

(少数株主持分)

少数株主持分 393 0.2 490 0.3

(資本の部)

Ⅰ 資本金 18,733 12.3 18,733 11.6

Ⅱ 資本剰余金 12,912 8.5 13,260 8.2

Ⅲ 利益剰余金 324 0.2 3,904 2.5

Ⅳ 土地再評価差額金 6,607 4.3 4,489 2.8

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金

2,957 1.9 3,982 2.5

Ⅵ 為替換算調整勘定 △184 △0.1 34 0.0

Ⅶ 自己株式 △13 △0.0 △16 △0.0

  資本合計 41,337 27.1 44,389 27.6

  負債、少数株主 
  持分および資本 
  合計

152,323 100.0 160,875 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 18,733 10.7

２ 資本剰余金 13,260
7.5
 

３ 利益剰余金 3,935 2.2

４ 自己株式 △19 △0.0

  株主資本合計 35,909 20.4

Ⅱ 評価・換算 
  差額等
１ その他有価証 
  券評価差額金

3,729 2.1

２ 繰延ヘッジ 
  損益

△31 △0.0

３ 土地再評価 
  差額金

4,489 2.6

４ 為替換算調整 
  勘定

63 0.0

  評価・換算 
  差額等合計

8,251 4.7

Ⅲ 少数株主持分 487 0.3

  純資産合計 44,647 25.4

  負債純資産合計 175,853 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 62,556 100.0 98,243 100.0 145,264 100.0

Ⅱ 売上原価 54,439 87.0 86,190 87.7 126,749 87.3

売上総利益 8,117 13.0 12,053 12.3 18,514 12.7

Ⅲ 販売費および 
  一般管理費

１ 荷造運送費 578 1,131 1,840

２ 給料手当 3,073 4,059 6,677

３ 退職給付費用 447 291 843

４ 研究開発費 409 540 837

５ その他 2,747 7,255 11.6 4,367 10,390 10.6 6,086 16,284 11.2

営業利益 861 1.4 1,662 1.7 2,230 1.5

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 9 9 16

２ 受取配当金 92 91 153

３ 持分法による 
  投資利益

183 153

４ 為替差益 230 42 450

５ その他 152 668 1.0 100 243 0.2 250 1,024 0.7

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 840 759 1,582

２ 持分法による 
  投資損失

76

３ その他 216 1,056 1.6 259 1,095 1.1 401 1,983 1.3

経常利益 472 0.8 810 0.8 1,271 0.9

Ⅵ 特別利益

１ 固定資産売却益 ※1 20 3,064

２ 投資有価証券 
  売却益

481 3 1,493

３ その他 0 481 0.7 0 23 0.0 241 4,800 3.3

Ⅶ 特別損失

１ 投資有価証券等 
  評価損

12

２ 減損損失 ※2 1,975 0 1,975

３ 事業構造改善等 
  損失

548 0 1,844

４ その他 1,050 3,574 5.7 0 12 0.0 1,298 5,118 3.5

税金等調整前 
中間(当期)純利益

821 0.8 953 0.7

税金等調整前 
中間純損失

2,620 4.2

法人税、住民税 
および事業税

167 502 383

法人税等調整額 △225 △58 △0.1 △214 287 0.3 △355 27 0.0

少数株主利益 92 0.1 11 0.0 208 0.2

中間(当期) 
純利益

521 0.5 717 0.5

中間純損失 2,654 4.2



③ 【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

   [中間連結剰余金計算書] 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

（資本剰余金の部）

Ⅰ 資本剰余金期首残高 12,912 12,912

Ⅱ 資本剰余金増加高

  連結子会社との合併による 
  増加高

347 347

Ⅲ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高

12,912 13,260

（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高 4,466 4,466

Ⅱ 利益剰余金増加高

１ 当期純利益 717

２ 土地再評価差額金取崩額 7 7 563 1,280

Ⅲ 利益剰余金減少高

１ 中間純損失 2,654

２ 配当金 217 217

３ 役員賞与 4 4

４ 持分法適用会社の減少に 
  よる減少高

1,273 1,273

５ 連結子会社との合併に 
  よる減少高

4,150 347 1,842

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高

324 3,904



     [中間連結株主資本等変動計算書] 

   当中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

  

 
  

  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 18,733 13,260 3,904 △16 35,882

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △326 △326

 役員賞与（注） △12 △12

 中間純利益 521 521

 連結子会社の増加による 

 減少高
△152 △152

 自己株式の取得 △3 △3

 株主資本以外の項目の 

 中間連結会計期間中の変動額

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
0 0 30 △3 27

平成18年９月30日残高(百万円) 18,733 13,260 3,935 △19 35,909

評価・換算差額等

少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ 

損益

土地再評価

差額金

為替換算 

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,982 4,489 34 8,507 490 44,880

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △326

 役員賞与（注） △12

 中間純利益 521

 連結子会社の増加による 

 減少高
△152

 自己株式の取得 △3

 株主資本以外の項目の 

 中間連結会計期間中の変動額
△253 △31 0 29 △255 △3 △259

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△253 △31 0 29 △255 △3 △232

平成18年９月30日残高(百万円) 3,729 △31 4,489 63 8,251 487 44,647



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による
キャッシュ・フロー

税金等調整前 
中間(当期)純利益

△2,620 821 953

減価償却費 1,546 1,425 3,018

減損損失 1,975 0 1,975

投資有価証券売却益 △481 △3 △1,493

固定資産売却益 0 △20 △3,064

投資有価証券等評価損 84 12 87

受取利息および配当金 △101 △100 △169

支払利息 840 759 1,582

売上債権の増減額 
(増加：△)

280 △10,867 △9,289

棚卸資産の増減額 
(増加：△)

△326 △3,011 △1,184

仕入債務の増減額 
(減少：△)

280 6,258 6,314

流動資産その他の増減額 
(増加：△)

△398 8 △891

流動負債その他の増減額 
(減少：△)

△501 144 1,208

その他 319 △439 565

小計 898 △5,011 △390

利息および配当金の受取額 119 99 221

利息の支払額 △779 △702 △1,561

法人税等の支払額 △203 △4 △479

営業活動による 
キャッシュ・フロー

34 △5,618 △2,209

Ⅱ 投資活動による
キャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △500 △4 △725

有価証券の売却による収入 2,074 4 3,859

有形固定資産の取得 
による支出

△1,022 △1,573 △1,672

有形固定資産の売却 
による収入

25 36 6,815

連結の範囲の変更を伴う子 
会社株式の取得による収入

336 0 336

短期貸付金の増減額 
(増加：△)

△49 △3 △166

その他 △576 △59 △600

投資活動による 
キャッシュ・フロー

285 △1,599 7,845



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による
キャッシュ・フロー

短期借入金の増減額 
(減少：△)

1,796 5,645 △1,545

長期借入れによる収入 1,790 3,700 10,119

長期借入金の返済 
による支出

△5,416 △5,367 △14,376

社債の発行による収入 189 4,997 189

社債の償還による支出 △56 △66 △172

配当金の支払額 △217 △326 △217

その他 △6 △13 △8

財務活動による 
キャッシュ・フロー

△1,920 8,569 △6,011

Ⅳ 現金および現金同等物に係る
換算差額

△51 17 △153

Ⅴ 現金および現金同等物
の増減額(減少：△)

△1,651 1,369 △528

Ⅵ 現金および
現金同等物の期首残高

9,173 8,645 9,173

Ⅶ 新規連結に伴う現金および
現金同等物の増加額

0 356 0

Ⅷ 現金および現金同等物の
中間期末(期末)残高

7,521 10,370 8,645



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数   24社

主要な連結子会社の名称

昭和電線不動産株式会社、株

式会社ＳＤＳ，冨士電線株式

会社、吉田電線株式会社、宮

崎電線工業株式会社

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数    28社

主要な連結子会社の名称

昭和電線デバイステクノロジ

ー株式会社、昭和電線ケーブ

ルシステム株式会社、昭和電

線ビジネスソリューション株

式会社、冨士電線株式会社、

株式会社ダイジ、株式会社Ｓ

ＤＳ、株式会社アクシオ

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数      22社

主要な連結子会社の名称

「第１ 企業の概況 ４ 関

係会社の状況」に記載してい

るため省略している。

 

 

 

 

 

㈱エクシムは、増資により議決

権の過半数を所有することにな

ったため当中間連結会計期間よ

り持分法適用関連会社から連結

子会社に変更している。但し、

当中間連結会計期間末に追加取

得したため、中間貸借対照表の

み中間連結貸借対照表に含めて

いる。

昭和電線デバイステクノロジー

株式会社、昭和電線ケーブルシ

ステム株式会社および東莞昭和

機電有限公司は新設されたこと

により、また、昭和電線ビジネ

スソリューション株式会社、福

清昭和成鴻電子有限公司および

SWCC  SHOWA  (VIETNAM)  CO., 

LTD. は重要性の増大により、

当中間連結会計期間から連結の

範囲に含めている。

株式会社エクシムは、増資によ

り議決権の過半数を所有するこ

とになったため、当連結会計年

度に持分法適用関連会社から連

結子会社に変更している。但

し、中間連結会計期間末に追加

取得したため、中間連結会計期

間末以降の損益およびキャッシ

ュ・フローを連結の範囲に含め

ている。 

連結子会社であった株式会社エ

ス・ビー・エスと株式会社昭和

ドラム製作所は、平成18年１月

１日付で合併して商号を株式会

社ロジス・ワークスに変更して

いる。また、連結子会社であっ

た昭和電線不動産株式会社は、

平成18年２月１日付で親会社が

吸収合併している。

主要な非連結子会社の名称

   福清昭和成鴻電子有限公司

主要な非連結子会社の名称  

 昭和電線電纜（上海）有限 

 公司

主要な非連結子会社の名称

 福清昭和成鴻電子有限公司

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社の合計の総資

産、売上高、持分に見合う中

間純損益および持分に見合う

利益剰余金等は、いずれも中

間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。

連結の範囲から除いた理由

…同左

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社の合計の総資

産、売上高、持分に見合う純

損益および持分に見合う利益

剰余金等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼし

ていない。



  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

２ 持分法の適用に関する事項

持分法適用非連結子会社の数

                        0社

持分法適用関連会社の数 3社

主要な持分法適用会社の名称

杭州富通通信技術股份有限公

司

２ 持分法の適用に関する事項

持分法適用非連結子会社の数

                  0社

持分法適用関連会社の数 3社

主要な持分法適用会社の名称

杭州富通通信技術股份有限公

司

２ 持分法の適用に関する事項

持分法適用非連結子会社の数

                       0社

持分法適用関連会社の数 3社

主要な持分法適用会社の名称

「第１ 企業の概況 ４ 関

係会社の状況」に記載してい

るため省略している。

㈱エクシムは、当中間連結会計

期間に連結子会社となったた

め、持分法の適用から除外し

た。なお、当中間連結会計期間

を通じて持分法を適用し、その

損益を中間連結財務諸表に含め

ている。泉州電業㈱は、所有株

式の売却により関連会社でなく

なったため、持分法の適用から

除外している。なお、当中間連

結会計期間を通じて持分法を適

用し、その損益を中間連結財務

諸表に含めている。

株式会社エクシムは、当連結会

計年度に連結子会社となったた

め、持分法の適用から除外して

いる。なお、中間連結会計期間

末に持分法適用関連会社から連

結子会社に変更したため、中間

連結会計期間については持分法

を適用し、その損益を持分によ

る投資利益に含めている。 

また、泉州電業株式会社は、当

連結会計年度に所有株式の売却

により関連会社でなくなったた

め、持分法の適用から除外して

いる。なお、中間連結会計期間

末に持分法の適用から除外した

ため、中間連結会計期間につい

ては持分法を適用し、その損益

を持分法による投資利益に含め

ている。

非連結子会社および関連会社で

持分法を適用しない会社は、そ

れぞれ中間純損益および利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、持分法の適用を

していない。 

適用しない主要な非連結子会社

および関連会社は、行田電線株

式会社である。

非連結子会社および関連会社で

持分法を適用しない会社は、そ

れぞれ中間純損益および利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、持分法の適用を

していない。 

適用しない主要な非連結子会社

および関連会社は、行田電線株

式会社である。 

持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる

会社については、各社の中間会

計期間に係る中間財務諸表を使

用している。

非連結子会社および関連会社で

持分法を適用しない会社は、そ

れぞれ当期純損益および利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、持分法の適用をして

いない。適用しない主要な非連

結子会社および関連会社は、行

田電線株式会社である。 

持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につ

いては、各社の直近の事業年度

に係る財務諸表を使用してい

る。



 
  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日)

３ 連結子会社の中間決算日等に 

関する事項 

連結子会社の中間決算日が中間

連結決算日と異なる会社は次の

とおりである。 

会社名（中間決算日） 

嘉興昭和機電有限公司（６月30

日） 

香港昭和有限公司（６月30日） 

連結子会社の中間決算日現在の

中間財務諸表を使用している。

なお、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行ってい

る。

３ 連結子会社の中間決算日等に 

関する事項 

連結子会社の中間決算日が中間

連結決算日と異なる会社は次の

とおりである。 

会社名（中間決算日） 

嘉興昭和機電有限公司（６月30

日） 

香港昭和有限公司（６月30日） 

福清昭和成鴻電子有限公司（６

月30日） 

SWCC  SHOWA  (VIETNAM)  CO., 

LTD.（６月30日） 

東莞昭和機電有限公司（６月30

日） 

連結子会社の中間決算日現在の

中間財務諸表を使用している。

なお、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行ってい

る。

３ 連結子会社の事業年度に関する

事項 

連結子会社の決算日が連結決算

日と異なる会社は次の通りであ

る。 

会社名（決算日） 

嘉興昭和機電有限公司（12月31

日） 

香港昭和有限公司（12月31日） 

連結子会社の決算日現在の財務

諸表を使用している。なお、連

結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な

調整を行っている。

４ 会計処理基準に関する事項 

重要な資産の評価基準および評

価方法 

棚卸資産 

…親会社は総平均法による原価

法により評価している。連結子

会社は主として移動平均法によ

る原価法により評価している

が、一部の連結子会社は個別法

による原価法により評価してい

る。

４ 会計処理基準に関する事項 

重要な資産の評価基準および評

価方法 

棚卸資産 

…主として総平均法による原価

法により評価しているが、一部

の連結子会社は移動平均法によ

る原価法または個別法による原

価法により評価している。

４ 会計処理基準に関する事項 

重要な資産の評価基準および評

価方法 

棚卸資産…親会社は総平均法に

よる原価法により評価してい

る。連結子会社は主として移動

平均法による原価法により評価

しているが、一部の連結子会社

は個別法による原価法により評

価している。

  投資有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格等に基

づく時価法により評価してい

る。(評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は主

として移動平均法により算定し

ている)

  投資有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格等に基

づく時価法により評価してい

る。（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

主として移動平均法により算定

している）

  投資有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…期末日の市場価格等に基づく

時価法により評価している。

(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は主とし

て移動平均法により算定してい

る)

  時価のないもの 

…移動平均法による原価法によ

り評価している。

  時価のないもの 

    …同左

  時価のないもの 

    …同左



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

    重要な減価償却資産の減価償却

方法 

有形固定資産 

…主として定率法を採用してい

る。ただし、建物(建物附属設

備を除く。)については、主と

して定額法を採用している。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。 

建物および構築物 

 主に31年(3年～50年) 

機械装置および運搬具 

 主に10年(2年～14年)

    重要な減価償却資産の減価償却

方法 

有形固定資産 

         …同左

   重要な減価償却資産の減価償却

方法 

有形固定資産 

         …同左

    重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

…一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額

を計上している。

    重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

         …同左

    重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

        …同左

    退職給付引当金 

…従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務、退職給付信託の

信託財産および年金資産の見込

額に基づき、当中間連結会計期

間末において発生していると認

められる額を計上している。 

なお、過去勤務債務は発生時か

ら、数理計算上の差異は、その

発生時の翌連結会計年度から、

それぞれ従業員の平均残存勤務

期間の年数で定額法により費用

処理している。

    退職給付引当金 

        …同左

    退職給付引当金 

…従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務、退職給付信託の

信託財産および年金資産の見込

額に基づき、当連結会計年度末

において発生していると認めら

れる額を計上している。 

なお、過去勤務債務は発生時か

ら、数理計算上の差異は、その

発生時の翌連結会計年度から、

それぞれ従業員の平均残存勤務

期間の年数で定額法により費用

処理している。

    重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を採用

している。

    重要なリース取引の処理方法 

        …同左 

 

 

 

 

 

   

    重要なリース取引の処理方法 

         …同左



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

    重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては繰延ヘ

ッジ処理、為替予約については

振当処理によっている。特例処

理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理によ

っている。

    重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によ

っている。なお、振当処理の用

件を満たしている為替予約につ

いては振当処理によっている。

特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては特例処

理によっている。

    重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては繰延ヘ

ッジ処理、為替予約については

振当処理によっている。特例処

理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理によ

っている。

    ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

イ．ヘッジ手段…為替予約 

   ヘッジ対象…外貨建 

         債権債務 

ロ．ヘッジ手段…金利 

                スワップ 

  ヘッジ対象…借入金

    ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

イ．ヘッジ手段…為替予約 

  ヘッジ対象…外貨建債権 

         債務および 

                外貨建予定 

        取引 

ロ．ヘッジ手段…金利 

        スワップ 

  ヘッジ対象…借入金

    ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

イ．ヘッジ手段…為替予約 

  ヘッジ対象…外貨建 

        債権債務 

ロ．ヘッジ手段…金利 

        スワップ 

  ヘッジ手段…借入金

    ③ ヘッジ方針 

リスク・カテゴリー別に必要な

ヘッジ手段を選択している。

    ③ ヘッジ方針 

        …同左

    ③ ヘッジ方針 

        …同左

    ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ

対象の相場変動またはキャッシ

ュフロー変動の累計とヘッジ手

段の相場変動またはキャッシュ

フロー変動の累計とを比較し、

両者の変動額等を基礎にして有

効性評価を行っている。

    ④ ヘッジ有効性評価の方法 

        …同左

    ④ ヘッジ有効性評価の方法 

        …同左

   消費税等の会計処理  

 税抜方式を採用している。 

 

  消費税等の会計処理 

        …同左

   消費税等の会計処理 

        …同左

    連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用している。

  連結納税制度の適用 

        …同左

    連結納税制度の適用 

        …同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な

預金および容易に換金可能であ

り、かつ、価格の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３カ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってい

る。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

        …同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

        …同左



 中間連結財務表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

 固定資産の減損に係る会計基準

当中間連結会計期間より、固定

資産の減損に係る会計基準 

（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年8

月9日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第6号

平成15年10月31日）を適用して

いる。これにより税金等調整前

中間純損失は1,975百万円増加

している。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表

規則に基づき各資産の金額から

直接控除している。

貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準

当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基

準第５号 平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月9日）

を適用している。 

従来の資本の部の合計に相当す

る金額は44,192百万円である。 

なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資

産の部については、中間連結財

務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則によ

り作成している。 

 

企業結合に係る会計基準

当中間連結会計期間より、「企

業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会 平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準第７

号 平成17年12年27日）並びに

「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第

10号 平成17年12月27日）を適

用している。

固定資産の減損に係る会計基準 

当連結会計年度より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」(企業会計

審議会 平成14年８月９日)）

及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用している。こ

れにより税金等調整前当期純利

益は、1,975百万円減少してい

る。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接

控除している。   



表示方法の変更 

  

 
  

  
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

１ 前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において

区分掲記していた「役員退職慰労金」（当中間連結

会計期間8百万円）は営業外費用の100分の10以下の

ため、当中間連結会計期間から営業外費用の「その

他」に含めて表示することとした。

１ 中間連結損益計算書において、「投資有価証券等評

価損」は特別損失の100分の10を超えたため、当中

間連結会計期間において区分掲記した。 

なお、前中間連結会計期間は特別損失の「その他」

に84百万円含まれている。

２ 前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において

区分掲記していた「投資有価証券等評価損」（当中

間連結会計期間84百万円）は特別損失の100分の10

以下のため、当中間連結会計期間から特別損失の

「その他」に含めて表示することとした。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、88,938百万円である。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、90,008百万円である。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、88,966百万円である。

※２ 担保資産および担保付債務

   担保に供している資産は次の

とおりである。

※２ 担保資産および担保付債務

   担保に供している資産は次の

とおりである。

※２ 担保資産および担保付債務

   担保に供している資産は次の

とおりである。

 

投資有価証券 6,247百万円

建物および 
構築物

15,748 (12,708)

機械装置 
および運搬具

4,483 (4,460)

土地 21,010 (17,633)

その他 809 (319)

計 48,300 （35,121)
 

投資有価証券 7,100百万円

建物および 
構築物

13,530 (11,982)

機械装置 
および運搬具

3,811 (3,794)

土地 20,132 (17,633)

その他 813 (284)

計 45,389 (33,694)

投資有価証券 7,432百万円

建物および
構築物

13,933 (12,338)

機械装置
および運搬具

3,999 (3,978)

土地 20,132 (17,633)

その他 827 (297)

計 46,325 (34,248)

担保付債務は次のとおりである。 担保付債務は次のとおりである。 担保付債務は次のとおりである。

 

短期借入金 24,977百万円(20,556)

長期借入金 14,238 (10,618)

その他 391

計 39,607 (31,174)

上記のうち( )内書は工場財団な

らびに当該債務を示しており、内

数である。

 

短期借入金 23,716百万円(20,091)

長期借入金 14,043 (11,082)

その他 21

計 37,781 (31,174)

上記のうち( )内書は工場財団な

らびに当該債務を示しており、内

数である。

 

短期借入金 20,199百万円(16,868)

長期借入金 16,210 (14,305)

その他 73

計 36,483 (31,174)

上記のうち( )内書は工場財団抵

当ならびに当該債務を示してお

り、内数である。

 ３ 保証債務

   銀行からの住宅建設資金借入

債務の保証

 ３ 保証債務

   銀行からの住宅建設資金借入

債務の保証

 ３ 保証債務

   銀行からの住宅建設資金借入

債務の保証

従業員 87百万円 従業員 67百万円 従業員 79百万円

金融機関からの借入債務の保

証予約

金融機関からの借入債務の保

証予約

金融機関からの借入債務の保

証予約

 

行田電線㈱ 37百万円

 

行田電線㈱ 7百万円

 

行田電線㈱ 22百万円

 ４ 受取手形割引高が1,594百万

円、受取手形裏書譲渡高が

66百万円ある。

 ４ 受取手形割引高が1,098百万

円、受取手形裏書譲渡高が

72百万円ある。

※５ 期末日満期手形の取扱い 

当中間連結会計期間の末日は

金融機関休業日ではあるが、

受取手形および支払手形は満

期日に次のとおり入出金があ

ったものとして会計処理して

いる。 

受取手形  2,392百万円 

支払手形  3,901百万円

 ４ 受取手形割引高が1,571百万

円、受取手形裏書譲渡高が

60百万円ある。



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

－ ※１ 土地および建物に係るもので

ある。

※１ 土地、建物および構築物等に

係るものである。

※2 減損損失 ※2 減損損失

 当中間連結会計期間において、当
社グループは以下の資産について減
損損失を計上している。 

－
当連結会計年度において、当社グ

ループは以下の資産について減損損
失を計上している。 

 

用途 種類 場所 減損損失

遊休資産
建物およ
び土地等

東京都  
足立区他

942  
百万円

賃貸資産
建物およ
び土地

兵 庫 県
尼崎市他

415 
百万円

光関連製
品製造設
備等  

建物およ
び機械装
置等

神奈川県
相模原市

617 
百万円

 
 
 
 
 
 
 
 

 

用途 種類 場所 減損損失

遊休資産
建物およ
び土地等

東京都  
足立区他

942  
 百万円

賃貸資産
建物およ
び土地

兵 庫 県
尼崎市他

415 
百万円

光関連製
品製造設
備等  

建物およ
び機械装
置等

神奈川県
相模原市

 617 
 百万円

当社グループは、遊休資産および賃
貸資産については個別物件単位に、
それ以外の資産については、継続的
に収支の把握を行っている管理会計
上の区分を単位としてグルーピング
している。

当社グループは、遊休資産および賃
貸資産については個別物件単位に、
それ以外の資産については、継続的
に収支の把握を行っている管理会計
上の区分を単位としてグルーピング
している。

遊休資産および賃貸資産について
は、帳簿価額に比較して市場価格が
下落したため、光関連製品製造設備
等については、市場の需要が変化し
設備の稼働が著しく低下したため、
当該資産の帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を減損損失
（1,975百万円）として特別損失に
計上している。その内訳は、建物お
よび構築物708百万円、機械装置258
百万円、土地949百万円、その他59
百万円である。

遊休資産および賃貸資産について
は、帳簿価額に比較して市場価格が
下落したため、光関連製品製造設備
等については、市場の需要が変化
し、設備の稼働が著しく低下したた
め、当該資産の帳簿価額を回収可能
価額まで減額し、当該減少額を減損
損失（1,975百万円）として特別損
失に計上している。その内訳は、建
物および構築物708百万円、機械装
置258百万円、土地949百万円、その
他59百万円である。

回収可能価額の算定については、遊
休資産は正味売却価額により測定し
ており、その評価は不動産鑑定士の
不動産調査報告書に基づいて算定
し、重要性の乏しい遊休資産は主と
して固定資産税評価額に基づいて算
定している。また、光関連製品製造
設備等および賃貸資産については使
用価値により測定しており、将来キ
ャッシュ・フローを3.22％で割り引
いて算定している。

回収可能価額の算定については、遊
休資産は正味売却価額により測定し
ており、その評価は不動産鑑定士の
不動産調査報告書に基づいて算定
し、重要性の乏しい遊休資産は主と
して固定資産税評価額に基づいて算
定している。また、光関連製品製造
設備等および賃貸資産については使
用価値により測定しており、将来キ
ャッシュ・フローを3.22％で割り引
いて算定している。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
  

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加20千株は、単元未満株式の買取りによる増加20千株である。 

  

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後と

なるもの 

   該当事項はない。 

  

前連結会計年度末 
株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 217,966 0 0 217,966

合計 217,966 0 0 217,966

自己株式

普通株式 140 20 0 160

合計 140 20 0 160

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 326 １円50銭 平成18年３月31日 平成18年６月29日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

 
  

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

１ 現金および現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

１ 現金および現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

１ 現金および現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金および 
預金勘定

7,897百万円

預入期間が 
3カ月を超える 
定期預金

△375

現金および 
現金同等物の 
中間期末残高

7,521

現金および
預金勘定

10,749百万円

預入期間が
3カ月を超える 
定期預金

△378

現金および
現金同等物の 
中間期末残高

10,370

現金および
預金勘定

9,024百万円

預入期間が
3カ月を超える 
定期預金

△379

現金および
現金同等物の 
期末残高

8,645



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および中

間期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および中

間期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および期

末残高相当額

 

取得価額 
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

中間期末
残高 
相当額

百万円 百万円 百万円

機械装置 
および 
運搬具

1,154 292 861

工具・器具 
・備品 1,282 647 635

無形固定資 
産 1,096 513 583

その他 29 8 21
計 3,564 1,462 2,101

 

取得価額
相当額

減価償却
累計額 
相当額

中間期末
残高 
相当額

百万円 百万円 百万円

機械装置 
および 
運搬具

1,682 483 1,198

工具・器具 
・備品 1,238 607 631

無形固定資 
産 1,214 524 690

その他 29 11 18
計 4,165 1,627 2,538

取得価額 
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

百万円 百万円 百万円

機械装置
および 
運搬具

1,564 372 1,192

工具・器具
・備品 1,303 617 686

無形固定資
産 1,167 464 703

その他 29 10 19
計 4,066 1,464 2,601

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定している。

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定している。

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定している。

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 628百万円

１年超 1,473

合計 2,101

１年内 733百万円

１年超 1,804

合計 2,538

１年内 710百万円

１年超 1,890

合計 2,601

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によ

り算定している。

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によ

り算定している。

  なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定してい

る。

③ 支払リース料および減価償却費

相当額

③ 支払リース料および減価償却費

相当額

③ 支払リース料および減価償却費

相当額

支払リース料 329百万円

減価償却費相当額 329

支払リース料 382百万円

減価償却費相当額 382

支払リース料 668百万円

減価償却費相当額 668

④ 減価償却費相当額算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ている。

④ 減価償却費相当額算定方法

    …同左

④ 減価償却費相当額算定方法

    …同左



(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価のない主な有価証券の内容および中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成17年9月30日)

当中間連結会計期間末 
(平成18年9月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年3月31日)

取得原価
中間連結 
貸借対照表 
計上額

差額 取得原価
中間連結 
貸借対照表
計上額

差額 取得原価
連結 

貸借対照表 
計上額

差額

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

(1) 株式 3,808 8,713 4,904 3,073 9,293 6,219 3,070 9,653 6,582

(2) 債券 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3) その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 3,808 8,713 4,904 3,073 9,293 6,219 3,070 9,653 6,582

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

(百万円) (百万円) (百万円)

その他有価証券

 非上場株式 660 601 613

 非上場債券 61 0 61



(デリバティブ取引関係) 

  

前中間連結会計期間末 (平成17年９月30日現在) 

   ヘッジ会計が適用されているものを開示対象から除いた結果、該当事項はない。     

  

当中間連結会計期間末 (平成18年９月30日現在) 

 
   （注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

  

前連結会計年度末 (平成18年３月31日現在) 

  

 
(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

  

対象物の種類 取引の種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

金利 スワップ 200 △２ △２

対象物の種類 取引の種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

金利 スワップ 200 ― ―



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間 (平成17年4月1日～平成17年9月30日) 

  

 
(注) １  事業区分は製品の使用目的および販売市場等の類似性に基づき、コミュニケーションシステム事業、デバ 

 イス事業、エネルギーシステム事業他としている。 

２ 各事業区分に属する主要な製品 

コミュニケーションシステム事業………光・通信ケーブル、通信工事、ネットワークソリューション 

デバイス事業………………………………精密デバイス製品、振動制御製品、ワイヤハーネス 

                  ファイバフォトニクス製品 

エネルギーシステム事業他………………裸線、巻線、電力ケーブル、被覆線、アルミ線、電力工事・ 

                  付属品、超電導線、その他                  

  

当中間連結会計期間  (平成18年4月1日～平成18年9月30日) 

  

 
(注) １  事業区分は製品の使用目的および販売市場等の類似性に基づき、コミュニケーションシステム事業、デバ 

 イス事業、エネルギーシステム事業他としている。 

２ 各事業区分に属する主要な製品 

コミュニケーションシステム事業………光・通信ケーブル、通信工事、ネットワークソリューション 

デバイス事業………………………………精密デバイス製品、振動制御製品、ワイヤハーネス 

                  ファイバフォトニクス製品 

エネルギーシステム事業他………………裸線、巻線、電力ケーブル、被覆線、アルミ線、電力工事・ 

                  付属品、超電導線、その他 

  

コミュニケ 
ーションシス
テム事業

デバイス事業
エネルギーシ
ステム事業他

計
消去または 
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 12,224 9,230 41,101 62,556 62,556

(2) セグメント間の内部 
  売上高または振替高

235 171 1,110 1,516 △1,516

 計 12,460 9,401 42,212 64,073 △1,516 62,556

営業費用 12,171 9,282 41,741 63,195 △1,499 61,695

営業利益 288 119 470 878 △17 861

コミュニケ 
ーションシス
テム事業

デバイス事業
エネルギーシ
ステム事業他

計
消去または 
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 13,832 10,569 73,841 98,243 98,243

(2) セグメント間の内部 
  売上高または振替高

418 160 1,118 1,697 △1,697

 計 14,251 10,730 74,959 99,941 △1,697 98,243

営業費用 14,536 10,853 72,903 98,293 △1,711 96,581

営業利益または営業損失(△) △285 △122 2,056 1,648 14 1,662



前連結会計年度 (平成17年4月1日～平成18年3月31日) 
  

 
(注) １  事業区分は製品の使用目的および販売市場等の類似性に基づき、コミュニケーションシステム事業、デバ 

 イス事業、エネルギーシステム事業他としている。 

２ 各事業区分に属する主要な製品 

コミュニケーションシステム事業………光・通信ケーブル、通信工事、ネットワークソリューション 

デバイス事業………………………………精密デバイス製品、振動制御製品、ワイヤハーネス 

                  ファイバフォトニクス製品 

エネルギーシステム事業他………………裸線、巻線、電力ケーブル、被覆線、アルミ線、電力工事・ 

                  付属品、超電導線、その他 

  

コミュニケ 
ーションシス
テム事業

デバイス事業
エネルギーシ
ステム事業他

計
消去または 
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 27,550 19,356 98,357 145,264 145,264

(2) セグメント間の内部 
  売上高または振替高

587 443 2,446 3,477 △3,477

 計 28,138 19,800 100,804 148,742 △3,477 145,264

営業費用 27,182 19,569 99,728 146,480 △3,445 143,034

営業利益 955 230 1,076 2,262 △31 2,230



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度において、本国の売上高の金額は全

セグメントの売上高合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略している。 

  

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間 (平成17年４月１日～平成17年９月30日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度による。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

   アジア………インドネシア、中国、アラブ首長国連邦等 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の日本以外の国または地域における売上高である。 

  

当中間連結会計期間 (平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度による。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

   アジア………インドネシア、中国、アラブ首長国連邦等 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の日本以外の国または地域における売上高である。 

  

前連結会計年度 (平成17年４月１日～平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度による。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

   アジア………中国、インドネシア、アラブ首長国連邦等 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の日本以外の国または地域における売上高である。 

  

  

アジア 
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円)

Ⅰ 海外売上高 5,007 49 5,057

Ⅱ 連結売上高 62,556

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合

％
        8.0  

％
        0.1

％
        8.1

アジア 
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円)

Ⅰ 海外売上高 12,634 116 12,750

Ⅱ 連結売上高 98,243

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合

％
        12.9  

％
       0.1  

％
         13.0

アジア 
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円)

Ⅰ 海外売上高 14,996 159 15,156

Ⅱ 連結売上高 145,264

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合

％
       10.3

％
         0.1  

％
         10.4 



（企業結合等関係） 

  

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 
－

共通支配下の取引等関係

(1) 結合当事企業又は対象となった

  事業の名称およびその事業の内 

  容、企業結合の法的形式、結合 

  後企業の名称、取引の目的を含 

  む取引の概要 

  ①対象となった事業の名称および 

  その事業の内容 

    親会社の業務サポート関連事業 

  ②企業結合の法的形式 

    分社型吸収分割 

  ③結合後企業の名称 

    昭和電線ビジネスソリューショ 

    ン株式会社 

  ④取引の目的を含む取引の概要 

    親会社は、事業部門を事業会社 

    に分社化して持株会社体制に移 

    行することにより、グループ経 

    営統括と事業経営を分離し、そ 

    れぞれの責任と権限を明確にし 

    た上で、持株会社はグループ全 

    体の事業の戦略性をより向上さ 

    せ、各事業会社は個々の事業の 

    自立性を高め一層の事業拡大を 

    追及し、事業環境が変化しても 

    安定した配当が継続可能な体制 

    を整え、昭和電線グループとし 

    ての企業価値の向上を目指して 

    いる。この親会社の持株会社へ 

    の移行に伴い、業務サポート関 

    連事業を昭和電線ビジネスソリ 

    ューション株式会社へ吸収分割 

    した。

(2) 実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準 三  

 企業結合に係る会計基準 ４ 共

 通支配下の取引等の会計処理  

 （１） 共通支配下の取引」に規 

 定する会計処理を適用している。

(3) 子会社株式の追加取得に関する 

   事項 

   取得原価 2,125百万円

－



(１株当たり情報) 

  

 

(注) １株当たり中間（当期）純利益または中間純損失の算定上の基礎は以下のとおりである。 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産 189.76円 １株当たり純資産 202.75円 １株当たり純資産 203.72円

１株当たり中間純損失 12.18円 １株当たり中間純利益 2.39円 １株当たり当期純利益 3.23円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存

在しないため、記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

め、記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存

在しないため、記載していない。 

 

 

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

中間(当期）純利益 (百万円) 521 717

中間純損失（百万円） 2,654

普通株主に帰属しない金額 

（百万円）
12

（うち利益処分による役員賞 

 与金(百万円)）
12

普通株式に係る中間(当期) 

純利益（百万円）
521 705

普通株式に係る中間純損失

（百万円）
2,654

普通株式の期中平均株式数 

（千株）
217,844 217,812 217,837

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

 

―      

第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債（券面

総額5,000百万円） 

なお、これらの概要は、

「第４ 提出会社の状況

１ 株式等の状況 (２)

新株予約権等の状況」に

記載のとおりである。

 

―



  重要な後発事象 

前中間連結会計期間 （平成17年４月１日～平成17年９月３０日） 

1、 重要な会社分割 

   親会社は、平成17年11月29日開催の取締役会において、平成18年4月1日付で親会社のデバイス関連事業、 
     電線・ケーブル関連事業および業務サポート関連事業を会社分割し、デバイス関連事業および電線・ケー 
     ブル関連事業については、それぞれ新設する昭和電線デバイステクノロジー株式会社および昭和電線ケー 
     ブルシステム株式会社に、業務サポート関連事業については親会社の既存子会社である昭和ビジネスサポ 
     ート株式会社に承継することを決定した。 
   当該決議の内容は次のとおりである。 

   (1) 当該分割により提出会社から営業を承継する会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金および事業内容 

 

(2) 当該分割の目的 

  親会社は、現在の事業部門をその業態に応じて会社分割制度を活用し3事業会社に分社化して持株会社体 

    制に移行することにより、グループ経営統括と事業経営を分離し、それぞれの責任と権限を明確にした上 

    で、持株会社はグループ全体の事業の戦略性をより向上させ、各事業会社は個々の事業の自立性を高め一 

    層の事業拡大を追及し、事業環境が変化しても安定した配当が継続可能な体制を整え、昭和電線グループ 

    としての企業価値の向上を目指していく。 

(3) 当該分割の方法および分割に係る計画または契約内容（予定） 

  （当該分割の方法） 

  当社を分割会社とし、新設会社2社を分社型新設分割により設立し、既存子会社1社を分社型吸収分割によ 

  り承継会社とする。 

  （当該分割に係る計画または契約の内容） 

  ①会社分割の日程 

   会社分割計画書および会社分割契約書承継取締役会      平成18年 1月17日 

   会社分割計画書の作成および会社分割契約書の締結日     平成18年 1月17日 

   会社分割計画書および会社分割契約書承認臨時株主総会    平成18年 2月24日 

   会社分割期日                       平成18年 4月 1日 

   会社分割登記                       平成18年 4月 3日 

  ②株式の割当 

   会社分割に伴い新設会社および承継会社が発行する株式は、すべて分割会社である親会社に割り当てる。 

  ③権利義務の承継 

   新設会社および承継会社が、それぞれの分割対象事業を遂行する上で必要と判断される各分割対象事業 

   に係る資産、負債および債権債務その他の権利義務一切を承継する。また、親会社から新設会社および 

   承継会社に対する債務の承継は、重畳的債務引受の方法を予定している。 

2、 重要な資産の譲渡 

   連結子会社（昭和電線不動産株式会社）は、平成17年12月15日開催の取締役会において、 財務体質の改善を 

①デバイス関連事業

 名称  昭和電線デバイステクノロジー株式会社（仮称）

 住所  東京都港区虎ノ門一丁目1番18号

 代表者の氏名  渡邊 一男（予定）

 資本金  2,500百万円

 事業の内容  電子・情報機器、ゴム・プラスチック加工品の製造販売等

②電線・ケーブル関連事業

 名称  昭和電線ケーブルシステム株式会社（仮称）

 住所  東京都港区虎ノ門一丁目1番18号

 代表者の氏名  島津 正明（予定）

 資本金  10,000百万円

 事業の内容  電線ケーブル、光ファイバケーブルの製造販売等

③業務サポート関連事業

 名称  昭和ビジネスサポート株式会社

<平成18年4月1日に「昭和電線ビジネスソリューション株式会社」に変更予定>

 住所  川崎市川崎区小田栄2丁目1番1号

 代表者の氏名  中里 曉  <吸収分割後は滝澤 明久（予定）>

 資本金  30百万円   <吸収分割後は100百万円>

 事業の内容  グループ会社経理業務の受託

 <吸収分割後はグループ会社の業務サポート等>



      目的として、固定資産（信託受益権）を譲渡することを決議した。 

   当該決議の内容は次のとおりである。 

  （1）譲渡先の概要 

      ①商 号     ライジング・スター・川崎特定目的会社 

        ②所在地     東京都港区南麻布二丁目12番3号 

      ③事業の内容   特定資産の譲受、管理、処分にかかわる業務 

  （2）譲渡資産の内容 

      ①所在地     川崎市川崎区小田栄2丁目 

      ②帳簿価額    3,951百万円 

      ③譲渡価額    3,884百万円 

      ④現況      事務所および店舗 

  （3）譲渡の方法 

     ①昭和電線不動産株式会社が保有する土地および建物等を株式会社りそな銀行と 

      不動産管理信託処分契約を締結することにより、信託受益権を取得する。 

     ②上記で取得した信託受益権をライジング・スター・川崎特定目的会社に譲渡する。 

  （4）譲渡の時期 

     平成17年12月26日 信託受益権の譲渡、物件引渡 

  （5）当該事象の連結損益に与える影響額 

     本件信託受益権の譲渡に伴う固定資産譲渡益（連結上の未実現利益）26億円を、平成18年 

     3月期決算における連結特別利益として計上する予定である。 

  

当中間連結会計期間 （平成18年４月１日～平成18年９月３０日） 

 該当事項なし。 

  

前連結会計年度 （平成17年４月１日～平成18年３月３１日） 

 該当事項なし。 

  

  

(2) 【その他】 

  

特記事項なし。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ流動資産

１ 現金および
  預金

3,524 1,794 4,651

２ 受取手形 ※５ 3,174 - 7,391

３ 売掛金 25,905 0 26,562

４ 棚卸資産 9,534 2 9,035

５ 未収入金 9,504

６ 短期貸付金 36,391 4,577

７ その他 7,864 4,983 12,790

貸倒引当金 △5 0 △5

流動資産合計 59,502 47.8 43,171 40.3 65,002 50.3

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※1,2 2 43,800

(1) 建物 14,429

(2) 機械装置 6,309

(3) 土地 22,336

(4) その他 1,617

計 44,693

２ 無形固定資産 326 232 318

３ 投資その他の 
  資産

(1) 投資有価証券 ※２ 8,821 5,962 9,512

(2) 関係会社株式 31,160 6,763

(3) 関係会社長期 
  貸付金

26,683 338

(4) その他 13,741 370 5,455

貸倒引当金 △1,392 △1 △874

投資損失引当金 △1,121 △582 △1,102

計 20,049 63,593 20,093

固定資産合計 65,069 52.2 63,828 59.7 64,213 49.7

資産合計 124,571 100.0 107,000 100.0 129,216 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形 1,403 1 1,512

２ 買掛金 8,502 0 10,454

３ 短期借入金 ※２ 31,367 34,894 29,722

４ １年以内に
  返済予定の
  長期借入金

※２ 11,653 9,440 9,352

５ その他 8,661 4,098 10,760

流動負債合計 61,586 49.4 48,434 45.3 61,801 47.8

Ⅱ 固定負債

１ 新株予約権付 
  社債

5,000

２ 長期借入金 ※２ 15,333 15,515 17,285

３ その他 6,945 2,545 9,010

固定負債合計 22,278 17.9 23,060 21.5 26,296 20.4

負債合計 83,865 67.3 71,494 66.8 88,097 68.2

(資本の部)

Ⅰ 資本金 18,733 15.0 18,733 14.5

Ⅱ 資本剰余金

１ 資本準備金 4,683 5,030

２ その他資本 
  剰余金

8,223 8,223

資本剰余金合計 12,907 10.4 13,254 10.2

Ⅲ 利益剰余金

  固定資産圧縮 
  積立金

88

  当期 
  未処分利益

856

  中間 
  未処理損失

352

  利益剰余金合計 △352 △0.3 944 0.7

Ⅳ 土地再評価差額金 6,607 5.3 4,489 3.5

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金

2,824 2.3 3,711 2.9

Ⅵ 自己株式 △13 △0.0 △16 △0.0

資本合計 40,706 32.7 41,118 31.8

負債・資本合計 124,571 100.0 129,216 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 18,733 17.5

２ 資本剰余金

 (1) 資本準備金 5,030

 (2) その他資本 
   剰余金

8,223

資本剰余金合計 13,254 12.4

 ３ 利益剰余金

 (1) その他 
   利益剰余金

 繰越利益 
 剰余金

897

利益剰余金合計 897 0.8

 ４ 自己株式 △19 △0.0

  株主資本合計 32,866 30.7

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券 
  評価差額金

2,638 2.5

   評価・換算差額 
   等合計

2,638 2.5

純資産合計 35,505 33.2

負債純資産合計 107,000 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 43,309 100.0 97,213 100.0

Ⅱ 売上原価 40,165 92.7 90,337 92.9

売上総利益 3,143 7.3 6,875 7.1

Ⅲ 販売費および 
  一般管理費

3,173 7.4 6,568 6.8

Ⅰ 営業収益 ※１ 1,230 100.0

Ⅱ 営業費用 ※１ 1,143 92.9

営業利益
87 7.1

307 0.3

営業損失 29 0.1

Ⅳ 営業外収益 ※２ 988 2.3 782 63.6 1,678 1.7

Ⅴ 営業外費用 ※３ 853 2.0 658 53.5 1,561 1.6

経常利益 104 0.2 211 17.2 424 0.4

Ⅵ 特別利益 ※４ 1,520 3.5 0 0.0 2,748 2.8

Ⅶ 特別損失 ※５ 2,466 5.6 0 0.0 3,768 3.8

税引前中間 
純利益 211 17.2

税引前中間 
(当期)純損失

841 1.9 595 0.6

法人税、住民税 
および事業税

△192 △153 △188

法人税等調整額 △6 △198 △0.4 85 △67 △5.5 △418 △606 △0.6

中間(当期)純利益
279 22.7

11 0.0

中間純損失 642 1.5

前期繰越利益 282 282

土地再評価 
差額金取崩額

7 563

当期未処分利益 856

中間未処理損失 352



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計資本準備金
その他 

資本剰余金

資本剰余金

合計

その他利益剰余金

利益剰余金

合計
固定資産 

圧縮 

積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高 

(百万円)
18,733 5,030 8,223 13,254 88 856 944 △16 32,917

中間会計期間中の変動額

 固定資産圧縮積立金 

 の取崩（注）
△88 88 0 0

 剰余金の配当（注） △326 △326 △326

 中間純利益 279 279 279

 自己株式の取得 △3 △3

 株主資本以外の項目 

 の中間会計期間中 

 の変動額

中間会計期間中の変動額

合計(百万円)
0 0 0 0 △88 41 △47 △3 △51

平成18年９月30日残高 

(百万円)
18,733 5,030 8,223 13,254 0 897 897 △19 32,866

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

土地再評価 

差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,711 4,489 8,201 41,118

中間会計期間中の変動額

 固定資産圧縮積立金 

 の取崩（注）
0

 剰余金の配当（注） △326

 中間純利益 279

 自己株式の取得 △3

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額)
△1,072 △4,489 △5,562 △5,562

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△1,072 △4,489 △5,562 △5,613

平成18年９月30日残高(百万円) 2,638 0 2,638 35,505



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準および評価方法 １ 資産の評価基準および評価方法 １ 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券

① 子会社株式および関連会社

株式

  移動平均法による原価法を

採用している。

① 子会社株式および関連会社

株式

   …同左

① 子会社株式および関連会社

株式

   …同左

② その他有価証券

   時価のあるもの

   …中間決算日の市場価格

等に基づく時価法を採

用している。

    (評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定している)

② その他有価証券

   時価のあるもの

   …中間決算日の市場価格

等に基づく時価法を採

用している。 

（評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定してい

る）

② その他有価証券

   時価のあるもの

   …期末日の市場価格等に

基づく時価法を採用し

ている。

    (評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定している)

   時価のないもの

   …移動平均法による原価

法を採用している。

   時価のないもの

   …同左

   時価のないもの

   …同左

(2) 棚卸資産

  総平均法による原価法を採用

している。

(2) 棚卸資産

    …同左

(2) 棚卸資産

    …同左

２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

  定率法を採用している。

  ただし、建物(建物附属設備

を除く。)および愛知工場に

ついては定額法を採用してい

る。なお、主な耐用年数は以

下のとおりである。

  建物および構築物

     主に31年(3年～50年)

  機械装置および運搬具

     主に10年(2年～14年)

(1) 有形固定資産

  定率法を採用している。

(1) 有形固定資産

  定率法を採用している。ただ

し、建物（建物附属設備を除

く。）、愛知工場における有

形固定資産については定額法

を採用している。なお、主な

耐用年数は以下のとおりであ

る。 

建物および構築物 

   主に31年(3年～50年) 

機械装置および運搬具 

   主に10年(2年～14年) 

工具・器具・備品 

   主に５年(2年～15年)

(2) 無形固定資産

  定額法を採用している。

(2) 無形固定資産

    …同左

(2) 無形固定資産

    …同左

３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

  一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回

収可能性を検討し回収不能見

込額を計上している。

(1) 貸倒引当金

    …同左

(1) 貸倒引当金

    …同左



前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(2) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務、退職給付信託の信託財

産および年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認めら

れる額を計上することとして

いるが、当中間会計期間末に

おける退職給付債務から未認

識数理計算上の差異および未

認識過去勤務債務を控除した

額を、退職給付信託の信託財

産および年金資産が上回った

結果、前払年金費用（投資そ

の他の資産の「その他」に含

まれる）として計上してい

る。

  なお、過去勤務債務は発生時

から、数理計算上の差異は、

その発生時の翌事業年度か

ら、それぞれ従業員の平均残

存勤務期間の年数で定額法に

より費用処理している。

(2) 退職給付引当金

    …同左

   

(2) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務、退職給付信託の信託財

産および年金資産の見込額に

基づき、計上することとして

いるが、当期末における退職

給付債務から未認識数理計算

上の差異および未認識過去勤

務債務を控除した額を、退職

給付信託の信託財産および年

金資産が上回った結果、前払

年金費用（投資その他の資産

の「その他」に含まれる）と

して計上している。

なお、過去勤務債務は発生時

から、数理計算上の差異は、

その発生時の翌事業年度か

ら、それぞれ従業員の平均残

存勤務期間の年数で定額法に

より費用処理している。

(3) 投資損失引当金 

関係会社に対する投資損失に

備えるため、当該関係会社の

財政状態および回復可能性等

を勘案し、損失見込額を計上 

している。 

（追加情報） 

前中間会計期間において、関

係会社への投資に係る損失に

ついては、当該会社の財政状

態および回復可能性等を勘案

し、投資額および債権額に対

し貸倒引当金として計上して

いたが、関係会社に対する債

権額の減少に伴いこれに対す

る引当金の重要性が低くなっ

たことから、前事業年度の下

期において、投資損失引当金

として計上する方法に変更し

ている。なお、この変更によ

る当中間会計期間の損益に与

える影響はない。

(3) 投資損失引当金 

関係会社に対する投資損失に

備えるため、当該関係会社の

財政状態および回復可能性等

を勘案し、損失見込額を計上 

している。 

 

（3）投資損失引当金 

 関係会社に対する投資損失 

 に備えるため、当該関係会 

 社の財政状態および回復可 

 能性等を勘案し、損失見込 

 額を計上している。

４ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を採用

している。

４    リース取引の処理方法 

    …同左

４   リース取引の処理方法 

    …同左



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

５ ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては繰延ヘ

ッジ処理、為替予約については

振当処理によっている。特例処

理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理によ

っている。

５  ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によ

っている。なお、振当処理の要

件を満たしている為替予約につ

いては振当処理に、特例処理の

要件を満たしている金利スワッ

プについては特例処理によって

いる。

５  ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては繰延ヘ

ッジ処理、為替予約については

振当処理によっている。特例処

理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理によ

っている。

   ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 イ ヘッジ手段…為替予約 

    ヘッジ対象…外貨建債 

                  権債務 

 ロ ヘッジ手段…金利スワ 

                  ップ 

   ヘッジ対象…借入金

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    …同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    …同左

   ③ ヘッジ方針 

リスク・カテゴリー別に必要な

ヘッジ手段を選択している。

    ③  ヘッジ方針 

     …同左

   ③  ヘッジ方針 

    …同左

   ④ ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間において、ヘ

ッジ対象の相場変動またはキ

ャッシュフロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動または

キャッシュフロー変動の累計

とを比較し、両者の変動額等

を基礎にして有効性評価を行

っている。

     ④ ヘッジ有効性評価の方法

         …同左

   ④ ヘッジ有効性評価の方法 

        …同左

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理

  税抜方式を採用している。

  なお、仮払消費税等と仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債の

その他に含めて表示している。

連結納税制度の適用

連結納税制度を適用している。

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理

  税抜方式を採用している。 

なお、仮払消費税等と仮受消費

税等は相殺のうえ、流動資産の

その他に含めて表示している。

連結納税制度の適用

          …同左

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

 消費税等の会計処理

  税抜方式を採用している。

連結納税制度の適用

     …同左



  中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日)

  固定資産の減損に係る会計基準 

当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 

平成14年8月9日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針6号 

平成15年10月31日）を適用してい

る。これにより税引前中間純損失

が930百万円増加している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控

除している。

  貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準 

当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日）を適用している。 

 従来の資本の部の合計に相当す

る金額は35,505百万円である。 

 なお、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成している。

企業結合に係る会計基準 

当中間会計期間より、「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事

業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成17年12月

27日）並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成17年12月27日）を

適用している。

 固定資産の減損に係る会計基準 

当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成

14年8月9日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第6号 平

成15年10月31日）を適用してい

る。これにより税引前当期純損失

が930百万円増加している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき各資産の金額から直接控除し

ている。 

 



 表示方法の変更 

 
  

 追加情報 

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

 
－

１ 前中間会計期間において区分掲記していた「未収

入金」（当中間会計期間3,091百万円）は資産の総

額の100分の5以下となったため、当中間会計期間

から流動資産の「その他」に含めて表示すること

とした。

２ 中間貸借対照表において、「短期貸付金」は資産

の総額の100分の5を超えたため、当中間会計期間

において区分掲記した。 

なお、前中間会計期間は流動資産の「その他」に

5,865百万円含まれている。

３  中間貸借対照表において、有形固定資産に属する

資産のうちにその金額が資産の総額の100分の5を

超えるものがないため、当中間会計期間において

有形固定資産として一括して掲記することとし

た。

４ 中間貸借対照表において、「関係会社株式」は資

産の総額の100分の5を超えたため、当中間会計期

間において区分掲記した。 

なお、前中間会計期間は投資その他の資産の「そ

の他」に6,648百万円含まれている。

５ 中間貸借対照表において、「関係会社長期貸付

金」は資産の総額の100分の5を超えたため、当中

間会計期間において区分掲記した。 

なお、前中間会計期間は投資その他の資産の「そ

の他」に650百万円含まれている。

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日)

 
－

  財政状態・経営成績の変動につ

いて 

当社は平成18年４月１日付で会

社分割を行い、持株会社へ移行

している。このため、当中間会

計期間の財政状態および経営成

績は前中間会計期間と比較して

大きく変動している。

－



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

72,939百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

36百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

74,049百万円

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 ※２ 担保資産

 

投資有価 
証券

6,247百万円

有形固定 
資産

37,216百万円
(35,121百万円)

  上記に対する債務額

   短・長期借入金(1年以内に返

済予定の長期借入金を含む)

35,000百万円

(31,174百万円)

 

投資有価
証券

5,680百万円

  上記に対する債務額

   短・長期借入金(1年以内に返

済予定の長期借入金を含む)

4,062百万円

 

投資有価
証券

7,396百万円

有形固定
資産

36,314百万円
(34,248百万円)

  上記に対する債務額

   短・長期借入金(1年以内に返

済予定の長期借入金を含む)

33,869百万円

(31,174百万円)

   上記のうち( )内書は工場財

団ならびに当該債務を示して

おり、内数である。

   なお、上記有形固定資産のう

ち910百万円は連結子会社の

借入金325百万円に対するも

のである。

   上記のうち( )内書は工場財

団抵当ならびに当該債務を示

しており、内数である。

なお、上記有形固定資産の

うち 903百万円は連結子会社

の借入金360百万円に対する

ものである。

 

 ３ 保証債務

   銀行からの住宅建設資金借入

債務の保証

従業員 87百万円

    

 

 

金融機関からの借入債務の債

務保証および保証予約

冨士電線株式
会社

1,443百万円

他5社

 

 ３ 保証債務

   銀行からの住宅建設資金借入

債務の保証

従 業 員
（連 結 子
会 社従 業
員含む）

67百万円

   金融機関からの借入債務の債

務保証および保証予約

株式会社
ＳＤＳ

850百万円

他5社

 

 ３ 保証債務

   銀行からの住宅建設資金借入

債務の保証

従業員 79百万円

    

 

 

金融機関からの借入債務の債

務保証、保証予約

冨士電線株
式会社

952百万円

他5社

 ４ 受取手形裏書譲渡高

794百万円

－

－

※５ 期末日満期手形の取扱い 

当中間会計期間末日は金融機

関休業日ではあるが、受取手

形は次のとおり入金があった

ものとして会計処理をしてい

る。 

受取手形    －百万円 

 ４ 受取手形裏書譲渡高

836百万円

－



(中間損益計算書関係） 

  

 
  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日)

 
－

※1  営業収益及び営業費用につい
   て 
     当社は平成18年４月１日付で 
  会社分割を行い、持株会社へ移 
    行している。 
     持株会社への移行後は関係会 
  社からの受取配当金および経営 
  運営料収入がその収益となるた 
  め、従来の事業に係る売上高と 
  区別して「営業収益」として表 
  示し、営業収益に対応する費用 
  については、「営業費用」とし 
  ている。

－

※2  営業外収益の主要項目 ※2  営業外収益の主要項目 ※2  営業外収益の主要項目

 

受取利息 67百万円

受取配当金 722
 

受取利息 680百万円

受取配当金 76

受取利息 128百万円

受取配当金

為替差益

1,198

     281

※3  営業外費用の主要項目 ※3  営業外費用の主要項目 ※3  営業外費用の主要項目

 
支払利息 716百万円

 
支払利息 653百万円

 
支払利息 1,341百万円

※4  特別利益 － ※4  特別利益

 

関係会社株式 

売却益 944百万円

投資有価証券 

売却益 476

投資損失引当金 

戻入額 100

 

投資有価証券 

売却益 1,486百万円

関係会社株式 

売却益 944  

投資損失引当金 

戻入額 155

固定資産 

売却益 151

貸倒引当金 

戻入額 11

※5  特別損失        － ※5  特別損失

 

減損損失 930百万円

事業構造改善等 

損失 410

投資損失引当金 

繰入額 350

固定資産除却損 276
              

                   
 

事業構造改善等 

損失 1,552百万円

減損損失 930

投資損失引当金

繰入額 386
 



 
  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日)

６ 当中間会計期間において、当社
は以下の資産について減損損失 
を計上している。

－ ６ 当事業 年度 にお いて、当 社 
は以下の資産について減損損
失 を計上している。

 

用途 種類 場所 減損損失

遊休資産
建物およ
び土地等

北海道 
恵庭市他

312  
百万円

光関連製
品製造設
備等  

建物およ
び機械装
置等

神奈川県
相模原市

617 
百万円

 

用途 種類 場所 減損損失

遊休資産
建物およ
び土地等

北海道 
恵庭市他

312  
 百万円

光関連製
品製造設
備等  

建物およ
び機械装
置等

神奈川県
相模原市

617 
百万円

当社は、遊休資産および賃貸資産 
については個別物件単位に、それ以
外の資産については、継続的に収支
の把握を行っている管理会計上の区
分を単位としてグルーピングしてい
る。

当社は、遊休資産および賃貸資産 
については個別物件単位に、それ以
外の資産については、継続的に収支
の把握を行っている管理会計上の区
分を単位としてグルーピングしてい
る。

 遊休資産については、帳簿価額に
比較して市場価格が下落したため、
光関連製品製造設備等については市
場の需要が変化し設備の稼働が著し
く低下したため、当該資産の帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当該
減少額を減損損失（930百万円)とし
て特別損失に計上している。その内
訳は、建物580百万円、機械装置258
百万円、土地28百万円、その他62百
万円である。

 遊休資産については、帳簿価額に
比較して市場価格が下落したため、
光関連製品製造設備等については市
場の需要が変化し設備の稼働が著し
く低下したため、当該資産の帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当該
減少額を減損損失（930百万円)とし
て特別損失に計上している。その内
訳は、建物580百万円、機械装置258
百万円、土地28百万円、その他62百
万円である。

 回収可能価額の算定については、
遊休資産は正味売却価額により測定
しており、その評価は不動産鑑定士
の不動産調査報告書に基づいて算定
し、重要性の乏しい遊休資産は主と
して固定資産税評価額に基づいて算
定している。また、光関連製品製造
設備等については、使用価値により
測定しており、将来キャッシュ・フ
ローを3.38％で割り引いて算定して
いる。

 回収可能価額の算定については、
遊休資産は正味売却価額により測定
しており、その評価は不動産鑑定士
の不動産調査報告書に基づいて算定
し、重要性の乏しい遊休資産は主と
して固定資産税評価額に基づいて算
定している。また、光関連製品製造
設備等については、使用価値により
測定しており、将来キャッシュ・フ
ローを3.38％で割り引いて算定して
いる。

 ７   減価償却実施額  ７   減価償却実施額 ７  減価償却実施額

   有形固定資産   1,034百万円    有形固定資産    - 百万円  有形固定資産    2,027百万円

    無形固定資産     11    無形固定資産    2    無形固定資産       22



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
(注)普通株式の自己株式の株式数の増加20千株は、単元未満株式の買取りによる増加20千株である。  

  

前事業年度末 
株式数（千株）

当中間会計期間
増加株式数（千株）

当中間会計期間
減少株式数（千株）

当中間会計期間末 
株式数（千株）

自己株式

 普通株式 140 20 0 160

合計 140 20 0 160



(リース取引関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ 借手側

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および中

間期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および中

間期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および期

末残高相当額

 

取得価額
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

中間期末
残高 
相当額

百万円 百万円 百万円

機械装置 379 39 340
工具・器具 
・備品 587 238 348

無形固定資 
産 284 135 148

その他 45 13 31
計 1,296 426 869

 

取得価額
相当額

減価償却
累計額 
相当額

中間期末
残高 
相当額

百万円 百万円 百万円

工具・器具 
・備品 40 35 5

無形固定資 
産 21 18 3

計 62 53 8

取得価額
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

百万円 百万円 百万円

機械装置 741 59 682
工具・器具
・備品 628 252 375

無形固定資
産 433 126 306

その他 45 17 28
計 1,848 455 1,393

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定している。

  なお、上記金額には、転貸リー

ス取引に係るリース物件の取得

価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額は含

まれていない。

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定している。

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 211百万円

１年超 657

合計 869

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によ

り算定している。

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 263百万円

１年超 934

合計 1,197

  なお、上記金額には、転貸リー

ス取引に係る未経過リース料中

間期末残高相当額が含まれてい

る。

 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 291百万円

１年超 1,101

合計 1,393

  なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定してい

る。

③ 支払リース料および減価償却費

相当額

③ 支払リース料、減価償却費相当

額および支払利息相当額

③ 支払リース料および減価償却費

相当額

 

支払リース料 110百万円

減価償却費相当額 110

 

支払リース料 6百万円

減価償却費相当額 6

支払利息相当額 －

  なお、上記金額には、転貸リー
  ス取引に係る支払リース料、減 
  価償却費相当額および支払利息 
  相当額は含まれていない。

 

支払リース料 226百万円

減価償却費相当額 226

④ 減価償却費相当額算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ている。

－

④ 減価償却費相当額算定方法

    …同左 

 

 

⑤ 利息相当額の算定方法

    リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配賦方法につ

いては、利息法によっている。

④ 減価償却費相当額算定方法

    …同左

 
－



  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

－

 

２ 貸手側

  未経過リース料期末残高相当額

１年内 253百万円

１年超 933

合計 1,187

  上記金額は、すべて転貸リース
  取引に係る貸手側の未経過リー 
  ス料期末残高相当額である。 
  なお、当該転貸リース取引は同 
  一の条件で連結子会社にリース 
  しており、同額の残高が上記の 
  借手側の未経過リース料期末残 
  高相当額に含まれている。

－



(有価証券関係) 

  

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

  
 前中間会計期間末、前事業年度末および当中間会計期間末において子会社株式および関連会社株式 
 で時価のあるものはない。 

重要な後発事象 

 

 前中間会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30日） 

  当社は、平成17年11月29日開催の取締役会において、平成18年4月1日付で当社のデバイス関連事業、電線・ 

  ケーブル関連事業および業務サポート関連事業を会社分割し、デバイス関連事業および電線・ケーブル関連 

    事業については、それぞれ新設する昭和電線デバイステクノロジー株式会社および昭和電線ケーブルシステ 

    ム株式会社に、業務サポート関連事業については当社の既存子会社である昭和ビジネスサポート株式会社に 

    承継することを決定した。 

  当該決議の内容は次のとおりである。 

  

 （1）当該分割により提出会社から営業を承継する会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金および事業内容 

       ①デバイス関連事業 

 

(2) 当該分割の目的 

  当社は、現在の事業部門をその業態に応じて会社分割制度を活用し3事業会社に分社化して持株会社体制 

  に移行することにより、グループ経営統括と事業経営を分離し、それぞれの責任と権限を明確にした上で 

  、持株会社はグループ全体の事業の戦略性をより向上させ、各事業会社は個々の事業の自立性を高め一層 

  の事業拡大を追及し、事業環境が変化しても安定した配当が継続可能な体制を整え、昭和電線グループと 

  しての企業価値の向上を目指していく。 

   

 

 名称  昭和電線デバイステクノロジー株式会社（仮称）

 住所  東京都港区虎ノ門一丁目1番18号

 代表者の氏名  渡邊 一男（予定）

 資本金  2,500百万円

 事業の内容  電子・情報機器、ゴム・プラスチック加工品の製造販売等

②電線・ケーブル関連事業

 名称  昭和電線ケーブルシステム株式会社（仮称）

 住所  東京都港区虎ノ門一丁目1番18号

 代表者の氏名  島津 正明（予定）

 資本金  10,000百万円

 事業の内容  電線ケーブル、光ファイバケーブルの製造販売等

③業務サポート関連事業

 名称  昭和ビジネスサポート株式会社

 <平成18年4月1日に「昭和電線ビジネスソリューション株式会社」に変更予定>

 住所  川崎市川崎区小田栄2丁目1番1号

 代表者の氏名  中里 曉  <吸収分割後は滝澤 明久（予定）>

 資本金  30百万円   <吸収分割後は100百万円>

 事業の内容  グループ会社経理業務の受託

 <吸収分割後はグループ会社の業務サポート等>



  (3) 当該分割の方法および分割に係る計画または契約内容（予定） 

        （当該分割の方法） 

    当社を分割会社とし、新設会社2社を分社型新設分割により設立し、既存子会社1社を分社型吸収分割によ 

    り承継会社とする。 

        （当該分割に係る計画または契約の内容） 

    ①会社分割の日程 

     会社分割計画書および会社分割契約書承認取締役会      平成18年 1月17日 

     会社分割計画書の作成および会社分割契約書の締結日     平成18年 1月17日 

     会社分割計画書および会社分割契約書承認臨時株主総会    平成18年 2月24日 

     会社分割期日                       平成18年 4月 1日 

     会社分割登記                       平成18年 4月 3日 

    ②株式の割当 

     会社分割に伴い新設会社および承継会社が発行する株式は、すべて分割会社である当社に割り当てる。 

    ③権利義務の承継 

     新設会社および承継会社が、それぞれの分割対象事業を遂行する上で必要と判断される各分割対象事業 

     に係る資産、負債および債権債務その他の権利義務一切を承継する。また、当社から新設会社および承 

     継会社に対する債務の承継は、重畳的債務引受の方法を予定している。 

  

 当中間会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

 該当事項なし。 

  

 前事業年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 当社は、平成18年２月24日開催の臨時株主総会の決議に基づき、平成18年４月１日付で、当社の各事業部門な 

  らびに業務サポート部門を、会社分割制度を活用することにより３事業会社に分社化し、持株会社となった。 

  （なお、当社は、持株会社となったことに伴い、同日付で商号を「昭和電線電纜株式会社」から「昭和 

  電線ホールディングス株式会社」に変更した。） 

   

  会社分割に関する事項の概要は以下のとおりである。 

  

 １．会社分割の目的 

   分割の目的については、「第１ 企業の概要 ３ 事業の内容」に記載のとおりである。 

  

 ２．分割する事業内容 

   (1)デバイス関連事業 

   電子・情報機器、ゴム・プラスチック加工品の製造販売等 

   (2)電線・ケーブル関連事業 

   電線ケーブル、光ファイバケーブルの製造販売等 

   (3)業務サポート関連事業 

   グループ会社の業務サポート等 

  

 ３．会社分割の日程 

   会社分割期日：平成18年４月１日 

   会社分割登記：平成18年４月３日 

  

 ４．分割の方式 

   (1)デバイス関連事業 

   当社を分割会社とし、新設会社を設立し、承継会社とする分社型新設分割を行った。 

   (2)電線・ケーブル関連事業 

   当社を分割会社とし、新設会社を設立し、承継会社とする分社型新設分割を行った。 

   (3)業務サポート関連事業 

   当社を分割会社とし、既存子会社を承継会社とする分社型吸収分割を行った。 

  



 ５．承継会社の概要 

  (1)デバイス関連事業 

 
  (2)電線・ケーブル関連事業 

 
    (3)業務サポート関連事業 

 
  

①商号 昭和電線デバイステクノロジー株式会社

②事業内容 電子・情報機器、ゴム・プラスチック加工品の製造販売等

③設立年月日 平成18年4月1日

④本店所在地 東京都港区虎ノ門一丁目１番１８号

⑤代表者 代表取締役 渡邊 一男

⑥資本金 2,500百万円

⑦発行済株式総数 普通株式50,000株

⑧株主資本 3,937百万円

⑨総資産 14,611百万円

①商号 昭和電線ケーブルシステム株式会社

②事業内容 電線ケーブル、光ファイバケーブルの製造販売等

③設立年月日 平成18年4月1日

④本店所在地 東京都港区虎ノ門一丁目１番１８号

⑤代表者 代表取締役 島津 正明

⑥資本金 10,000百万円

⑦発行済株式総数 普通株式200,000株

⑧株主資本 29,185百万円

⑨総資産 98,709百万円

①商号
昭和ビジネスサポート株式会社
（平成18年4月1日付で「昭和電線ビジネスソリューション株式会社」に変更）

②事業内容 グループ会社の業務サポート等

③設立年月日 平成14年4月1日

④本店所在地 神奈川県川崎市川崎区小田栄二丁目１番１号

⑤代表者 代表取締役 滝澤 明久

⑥資本金 100百万円

⑦発行済株式総数 普通株式2,000株

⑧株主資本 2,230百万円

⑨総資産 2,401百万円



 ６．承継される資産および負債 

    (1)デバイス関連事業 

 
    (2)電線・ケーブル関連事業 

 
    (3)業務サポート関連事業 

 
  

  (2)  【その他】 

特記事項なし。 

  

  

（金額：百万円）

科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）

Ⅰ流動資産 10,249 Ⅰ流動負債 9,271

Ⅱ固定資産 4,362 Ⅱ固定負債 1,403

負債合計 10,674

差引正味財産 3,937

資産合計 14,611

（金額：百万円）

科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）

Ⅰ流動資産 49,603 Ⅰ流動負債 39,113

Ⅱ固定資産 49,106 Ⅱ固定負債 30,410

負債合計 69,523

差引正味財産 29,185

資産合計 98,709

（金額：百万円）

科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）

Ⅰ流動資産 258 Ⅰ流動負債 160

Ⅱ固定資産 2,142 Ⅱ固定負債 10

負債合計 171

差引正味財産 2,230

資産合計 2,401



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出している。 

  

(1) 有価証券報告書およびその添付書類 

事業年度 第110期(自平成17年4月1日至平成18年3月31日) 

平成18年6月29日 関東財務局長に提出 

(2) 半期報告書の訂正報告書 

自平成17年4月1日至平成17年9月30日の半期報告書（第110期中）に係る訂正報告書 

平成18年6月29日 関東財務局長に提出 

(3) 有価証券届出書（転換社債型新株予約権付社債の発行）およびその添付書類 

平成18年8月29日 関東財務局長に提出 

  



該当事項なし。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
  

平成17年12月27日

昭和電線電纜株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる昭和電線電纜株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中

間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、昭和電線電纜株式会社及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  

追記情報 

 1．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は固定資産の減損

に係る会計基準及び固定資産の減損に係る会計基準の適用指針を適用している。 

 2．セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」の（注）3事業区分の変更に記載されているとお

り、会社は事業区分を変更した。 

 3．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成17年11月29日開催の取締役会において、会社

分割により持株会社体制へ移行することを決議した。 

 4．重要な後発事象に記載されているとおり、連結子会社である昭和電線不動産株式会社は保有する土地

及び建物等に設定された信託受益権を平成17年12月26日に譲渡した。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

新日本監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  前  原  浩  郎  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  古 谷  伸 太 郎  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  倉  持  政  義  ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してい

る。



独立監査人の中間監査報告書 
  

平成18年12月21日

昭和電線ホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる昭和電線ホールディングス株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、昭和電線ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 
  

新日本監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  古 谷  伸 太 郎  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  倉  持  政  義  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  飯  塚  正  貴  ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してい

る。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月27日

昭和電線電纜株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる昭和電線電纜株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第110期事業年度の中間会計期間

(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益

計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、昭和電線電纜株式会社の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

追記情報 

  1．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は固定資産の減損に係

る会計基準及び固定資産の減損に係る会計基準の適用指針を適用している。 

  2．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成17年11月29日開催の取締役会において、会社

分割により持株会社体制へ移行することを決議した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

新日本監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  前  原  浩  郎  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  古 谷  伸 太 郎  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  倉  持  政  義  ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してい

る。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月21日

昭和電線ホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる昭和電線ホールディングス株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第111期事業年度の中

間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、昭和電線ホールディングス株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示

しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

新日本監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  古 谷  伸 太 郎  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  倉  持  政  義  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  飯  塚  正  貴  ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してい

る。
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